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令和６年宮古市介護予防・日常生活支援総合事業における 

単価等の改正方針及び市長が定める基準について 

 

 宮古市介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）における単価等及び指

定事業者の指定に関する市長が定める基準について、介護保険法施行規則１４０条の６３の２第

１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示第７２号。以下「報酬告

示」という。）の一部改正及び介護保険法施行規則第１４０条の６３の６第１号に規定する厚生

労働大臣が定める基準（令和６年厚生労働省告示第８４号。以下「基準告示」という。）の全部

改正に伴い、次のように取り扱うこととする。 

 

１ 介護予防・日常生活支援事業における単価について                    

 総合事業のサービスのうち、指定事業者により提供されるサービス（従前の介護予防訪問介護

または介護予防通所介護に相当するサービス）の単価は、介護保険法施行規則により国が定める

額を勘案して市町村が定めるものである。 

 この度報酬告示が改正されたことに伴い、宮古市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業

支給費の額等を定める要綱（以下「市要綱」という。）について、当該国基準のとおり改正を行

うもの。 

 

２ 基本報酬について                                   

 基本報酬については、報酬告示の改正に伴い下記のとおり変更する。 

（１）国基準通所型サービス費 

≪改正後≫ ≪現行≫ 

通所型サービスⅠ（事業対象者・要支援１） 

４３６単位（月１回～４回程度） 

通所型サービスⅡ（事業対象者・要支援２） 

４４７単位（月１回～８回程度） 

通所型サービスⅠ（事業対象者・要支援１） 

３８４単位（月１回～４回程度） 

通所型サービスⅡ（事業対象者・要支援２） 

３９５単位（月５回～８回程度） 

 

（２）介護予防ケアマネジメントＡ（原則的なケアマネジメント） 
≪改正後≫ ≪現行≫ 

介護予防ケアマネジメントＡ費（１月につき） 

４４２単位 

介護予防ケアマネジメントＡ費（１月につき） 

４３８単位 

 

（３）介護予防ケアマネジメントＣ（初回のみのケアマネジメント） 

≪改正後≫ ≪現行≫ 

介護予防ケアマネジメントＣ費（１回につき） 

４４２単位 

介護予防ケアマネジメントＣ費（１回につき） 

４３８単位 
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３ 加算及び減算項目の改正等について                           

 加算及び減算については、報酬告示の改正に伴い下記のとおり改正する。 

（１）国基準訪問型サービスについて 

ア 高齢者虐待防止措置未実施減算 

≪改正後≫ ≪現行≫ 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

 ＋所定単位×１／１００ 

【新設】 

 

イ 業務継続計画未策定減算 

≪改正後≫ ≪現行≫ 

業務継続計画未策定減算 

 ＋所定単位×１／１００ 

【新設】 

※ただし、令和７年３月３１日までの間、減算を適用しない。 

 

ウ 同一建物減算 

≪改正後≫ ≪現行≫ 

【継続】 ①国基準訪問型サービス事業所の所在する建物と 

・同一の敷地内の建物  または 

・隣接する敷地内の建物 

に居住する利用者に対してサービスを行った場合 

 ＋所定単位×９０／１００ 

【継続】 ②上記①以外の範囲に所在する建物で、国基準訪問

型サービス事業所における１月当たりの利用者が同

一の建物に２０人以上居住する建物に居住する利用

者に対してサービスを行った場合 

 ＋所定単位×９０／１００ 

【継続】 ③上記①の建物のうち、国基準訪問型サービス事業

所における１月当たりの利用者が５０人以上居住す

る建物に居住する利用者に対してサービスを行った

場合 

 所定単位×８５／１００ 

④正当な理由なく、事業所において、前６月間に提

供した国基準訪問型サービスの提供総数のうち、事

業所と同一敷地内建物等に居住する利用者（②に該

当する場合を除く。）に対して、指定相当訪問型サー

ビスを行った場合 

 所定単位×８８／１００ 

【新設】 
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エ 介護職員処遇改善加算について、期限を延長するもの 

国基準訪問型サービス加算の区分 加算できる期限 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×１３７／１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×１００／１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ＋所定単位×５５／１０００ 

令和６年５月３１日まで 

 

オ 介護職員等特定処遇改善加算について、期限を設けるもの 

国基準訪問型サービス加算の区分 加算できる期限 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×６３／１０００ 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×４２／１０００ 

令和６年５月３１日まで 

 

カ 介護職員等ベースアップ等支援加算について、期限を設けるもの 

国基準訪問型サービス加算の区分 加算できる期限 

介護職員等ベースアップ等支援加算 ＋所定単位×２４／１０００ 令和６年５月３１日まで 

 

キ 介護職員等処遇改善加算について（新設） 

国基準訪問型サービス加算の区分 加算できる期限 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×２４５／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×２２４／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ＋所定単位×１８２／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ＋所定単位×１４５／１０００ 

令和６年６月１日より 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） ＋所定単位×２２１／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） ＋所定単位×２０８／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） ＋所定単位×２００／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） ＋所定単位×１８７／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） ＋所定単位×１８４／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） ＋所定単位×１６３／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） ＋所定単位×１６３／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） ＋所定単位×１５８／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） ＋所定単位×１４２／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） ＋所定単位×１３９／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） ＋所定単位×１２１／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） ＋所定単位×１１８／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） ＋所定単位×１００／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） ＋所定単位×７６／１０００ 

令和６年６月１日より 

令和７年３月３１日まで 
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（２）国基準通所型サービス 

ア 国基準通所型サービスにおける科学的介護推進体制加算（新設） 

≪改正後≫ ≪現行≫ 

科学的介護推進体制加算（１月につき） ４０単位 【新設】 

 

イ 高齢者虐待防止措置未実施減算 

≪改正後≫ ≪現行≫ 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

 ＋所定単位×１／１００ 

【新設】 

 

ウ 業務継続計画未策定減算 

≪改正後≫ ≪現行≫ 

業務継続計画未策定減算 

 ＋所定単位×１／１００ 

【新設】 

※ただし、令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び

非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 

 

エ 送迎を行わない場合の減算 

≪改正後≫ ≪現行≫ 

送迎を行わない場合 

片道につき４７単位所定単位数から減算 

（通所型サービスⅠを算定している場合は 

１月につき３７６単位を限度とする） 

（通所型サービスⅡを算定している場合は 

１月につき７５２単位を限度とする） 

ただし、同一建物減算を算定している場合はこの限

りではない。 

【新設】 

 

オ 介護職員処遇改善加算について、期限を延長するもの 

国基準通所型サービス加算の区分 加算できる期限 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×５９／１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×４３／１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ＋所定単位×２３／１０００ 

令和６年５月３１日まで 

 

カ 介護職員等特定処遇改善加算について、期限を設けるもの 

国基準通所型サービス加算の区分 加算できる期限 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×１２／１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×１０／１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ＋所定単位×１１／１０００ 

令和６年５月３１日まで 
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キ 介護職員等ベースアップ等支援加算について、期限を設けるもの 

国基準通所型サービス加算の区分 加算できる期限 

介護職員等ベースアップ等支援加算 ＋所定単位×１１／１０００ 令和６年５月３１日まで 

 

ク 介護職員等処遇改善加算について（新設） 

国基準通所型サービス加算の区分 加算できる期限 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×９２／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×９０／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ＋所定単位×８０／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ＋所定単位×６４／１０００ 

令和６年６月１日より 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） ＋所定単位×８１／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） ＋所定単位×７６／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） ＋所定単位×７９／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） ＋所定単位×７４／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） ＋所定単位×６５／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） ＋所定単位×６３／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） ＋所定単位×５６／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） ＋所定単位×６９／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） ＋所定単位×５４／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） ＋所定単位×４５／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） ＋所定単位×５３／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） ＋所定単位×４３／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） ＋所定単位×４４／１０００ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） ＋所定単位×３３／１０００ 

令和６年６月１日から 

令和７年３月３１日まで 

 

（３）介護予防ケアマネジメントＡ 

ア 高齢者虐待防止措置未実施減算 

≪改正後≫ ≪現行≫ 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

 ＋所定単位×１／１００ 

【新設】 

 

イ 業務継続計画未策定減算 

≪改正後≫ ≪現行≫ 

業務継続計画未策定減算 

 ＋所定単位×１／１００ 

【新設】 

※ただし、令和７年３月３１日までの間、減算を適用しない。 
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４ 関連要綱の改正                                    

宮古市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費の額等を定める要綱の一部を改正する。 

 

５ サービスコード表の改正                                

後日、市ホームページ上に掲載する。 

 

６ 施行期日                                       

令和６年４月１日 

 

７ 市長が定める基準について                               

 宮古市長が定める総合事業の指定事業者の指定に関する基準は、介護保険法施行規則第１４０条

の６３の６に定める基準に準じるものである。今回、基準告示が全部改正されたことから、宮古市

も当該基準を準用するものとする。 

 今回特に変更があった部分は下記のとおり。 

（１）共通（国基準訪問型サービス及び国基準通所型サービス） 

ア 管理者（基準告示第５条、第４９条） 

指定相当訪問型サービス事業所及び指定相当通所型サービス事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合はサービス事

業所の他の職務に従事し、または他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

 

イ 掲示（基準告示第２８条） ※令和７年３月３１日までは適用しない。 

指定相当訪問型サービス事業実施者及び指定相当通所型サービス事業実施者は原則として、運

営規程の概要、介護員等の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項をウェブサイトに掲載しなければならい。 

 

ウ サービスの具体的取扱方針（基準告示第４０条、第６３条） 

指定相当訪問型サービス及び指定相当通所型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行っては

ならない。 

身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由を記録しなければならない。 

 

８ 参考資料名                                      

【参考資料１】 

 介護保険施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令

和３年厚生労働省告示第７２号） 

【参考資料２】 
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 介護保険法施行規則第１４０条の６３の６第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和６

年厚生労働省告示第８４号） 

【参考資料３】 

 「介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準

の制定に伴う実施上の留意事項について（令和３年度３月１９日老認発０３１９第３号）」の一部

改正について 

【参考資料４】 

 介護保険法施行規則第１４０条の６３の６第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準につい

て（令和６年３月１５日老認発０３１５第４号） 

【参考資料５】 

 介護保険最新情報VOL1210「介護予防・日常生活支援総合事業のうち第１号事業に係る厚生労働

大臣が定める基準案について」抜粋 

【参考資料６】 

 厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会（第２３９回）参考資料「令和６年度介護報酬改定

における改定事項について」抜粋 

 

９ 今後の見直し等について                                

宮古市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業は、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く

環境への働きかけも含めたバランスの取れたかかわり方を考慮し、また、年齢や心身の状況等によ

って分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者

や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進していくものである。 


